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令和3年9月15日号
斑鳩町役場

TEL 0745（74）1001
fax 0745（74）1011

http://www.town.ikaruga.nara.jp/
ホームページ :

メールアドレス :
info@town.ikaruga.nara.jp

掲載しているイベント等の情報
は、９月２日時点での情報です。
新型コロナウイルス感染症の拡
大状況により中止する場合があ
ります。2021

令
和
４
年
度

幼
稚
園
入
園
・
保
育
所
入
所
申
請

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
内
線
２
３
４
）

子
育
て
支
援
課

（
☎
０
７
４
５

１
１
５
２
）

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
の
幼
稚
園

（
町
立
）入
園
、
保
育
所（
町
立
・
私
立
）入

所
申
請
に
つ
い
て
は
、
申
請
受
付
期
間
、

入
所
条
件
な
ど
の
詳
細
を
、
10
月
号
広
報

に
掲
載
し
ま
す
。
申
請
受
付
期
間
内
に
必

ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

「
産
業
ま
つ
り
２
０
２
１
」の
中
止

建
設
農
林
課（
☎
内
線
２
１
６
）

開
催
を
予
定
し
て
い
た「
産
業
ま
つ
り
２

０
２
１
」は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
し
ま
す
。

農
産
物
品
評
会
の
開
催

建
設
農
林
課（
☎
内
線
２
１
６
）

日
時
・
場
所

受
付

　12
月
４
日（
土
）

午
前
９
時
〜
11
時
30
分
　

役
場
１
階
　
第
２
会
議
室

一
般
展
示

　12
月
６
日（
月
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
３
時

役
場
１
階
　
ロ
ビ
ー
内
通
路

※

品
評
会
出
品
物
の
即
売
会
は
開
催
せ
ず
、

一
般
展
示
終
了
後
に
フ
ー
ド
バ
ン
ク
奈

良
へ
贈
呈
し
ま
す
。

=健康マイレージポイント対象事業です

保健センター（☎0745-70-0001）

対　　象　町在住の20歳以上の人
実施期間　10月１日(金)～31日(日)
内　　容　実施期間中、毎日の歩数を記録表につけ、保健センターへ提出すると、歩数の

多かった上位３人のニックネームと歩数を12月に町ホームページに掲載します。
さらに、順位に応じて健康マイレージポイントを贈呈します。
１位：25ポイント　　２位：15ポイント　　３位：10ポイント
参加者全員に２ポイント　さらに！　248,000歩達成者には追加で３ポイント！

参加方法　記録表を保健センター窓口またはfax・メールで提出してください。
※記録表は保健センターで配布または町ホームページからダウンロードできます。
fax 0745-74-0903　E-mail hoken@town.ikaruga.nara.jp

提出期間　11月１日(月)～15日(月)

歩こうチャレンジ
募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

メールでの提出方法
右記のQRコードを読み取ってください。
（保健センターのメールアドレスが読み取れます）
記録表の画像を送信してください。

みんなで、歩く
習慣をつけよう！！
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=健康マイレージポイント対象事業です

子
育
て
支
援
講
座

「
ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
マ
ヨ
ガ
」

子
育
て
支
援
課

（
☎
０
７
４
５

１
１
５
２
）

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
を
つ
な
ぐ
親
子
で
楽

し
む
ヨ
ガ
で
す
。

日
時
　
10
月
22
日（
金
）　

第
一
部
　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時
30
分

第
二
部
　
午
前
11
時
〜
正
午

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
　

１
階
　
療
育
ル
ー
ム

対
象
　

第
一
部
　
生
後
６
か
月
〜
１
歳
の
赤
ち

ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者

第
二
部
　
１
歳
〜
１
歳
半
の
赤
ち
ゃ
ん

と
そ
の
保
護
者

講
師

　Ｊ
Ａ
Ｈ
Ａ
認
定
ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆

 

マ
マ
ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
　
麻
梨
子
　
氏

持
物
　
バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
健
康
マ

イ
レ
ー
ジ
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

※

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

定
員
　
各
部
５
組（
先
着
順
）

申
込
　
10
月
15
日（
金
）ま
で
に
、
子
育
て

支
援
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

子
育
て
支
援
講
座

（
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
）

「
も
し
も
の
時
の
た
め
に

救
護
法
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
」

子
育
て
支
援
課

（
☎
０
７
４
５

１
１
５
２
）

日
本
赤
十
字
社
の
幼
児
安
全
法
短
期
講

習
で
す
。
乳
幼
児
の
応
急
処
置
に
つ
い
て

学
び
ま
し
ょ
う
。

日
時
　
10
月
14
日（
木
）

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

（
受
付
　
午
前
９
時
10
分
〜
）

場
所
　
中
央
公
民
館
２
階
　
創
作
室

講
師
　
日
本
赤
十
字
社
奈
良
県
支
部
指
導
員

持
物
　
筆
記
用
具
、
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド

※

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

定
員
　
15
人（
先
着
順
）

申
込
　
10
月
７
日（
木
）ま
で
に
、
子
育
て

支
援
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
無
料
託
児
あ
り
）

※

託
児（
生
後
満
５
か
月
〜
）を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
当
日
午
前
９
時
15
分
ま
で

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、すべ
ての教室を事前申込制とします。みなさんのご理解ご
協力をお願いします。
　詳細は地域包括支援センターへお問い合わせくだ
さい。
対象　町在住の65歳以上の人
問合せ・申込先　地域包括支援センター

（☎0745-75-4000 ･ 0745-74-5666）

〇お互いに感染しない・させないために（お願い）
・事前申込制としますので、前日までに電話でお申し込み
ください。（申し込みのない人は当日参加できません）
・ご自宅で体温を測定してきてください。当日受付でお伺
いします。（37.5℃以上ある人は参加できません）
・体調の変化（体のだるさ、咳、のどの痛み、頭痛、息苦しさ
など）がある人は、参加を中止しましょう。
・マスクを着用しましょう。（マスクを着けていない人は
参加できません）
・手指消毒にご協力をお願いします。

チャレンジ介護予防 !

日　程 時　間 場　所 内　容 持　物 定　員 申　込

室
教
動
運

10月  6日（水）
10月13日（水）
10月20日（水）
10月27日（水）

10月19日（火）

10月25日（月）

10月26日（火）

10月27日（水）

※上記の日程からご希望日を
　一回利用していただけます。

午後2時～3時

事前に検温・血圧測定
を済ませてください。

生き生きプラザ
斑鳩１階
機能回復訓練
コーナー

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

各25人
（先着順）

室
教
善
改
養
栄

午前10時～11時 生き生きプラザ
斑鳩２階会議室 筆記用具 15人

（先着順）

午前10時～11時 西公民館
集会室1・2

各20人
（先着順）

午後1時30分～
　　2時30分

東公民館
集会室1・2

午前10時～11時 法隆寺五丁地区
地域交流館

調理方法などを
レシピにそって
わかりやすく学
びます。

前日までに
電話でお申し
込みください。

ストレッチ
などの運動

フレイル予防体
操など
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者
は
除
く
）

持
物
　
筆
記
用
具
・
タ
オ
ル
・
飲
み
物

費
用
　
無
料

定
員
　
15
人（
先
着
順
）

申
込
　
10
月
19
日（
火
）ま
で
に
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※

当
日
は
ご
自
宅
で
体
温
を
測
定
し
て
き

て
く
だ
さ
い
。
受
付
で
お
伺
い
し
ま
す
。

ま
た
、
マ
ス
ク
着
用
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

家
庭
教
育
学
級

「
わ
た
し
の
学
び
、
み
ん
な
の
学
び
」

中
央
公
民
館（
水
曜
休
館
）

（
☎
０
７
４
５

１
５
１
１
）

小
学
校
の
教
員
と
し
て
、
父
親
と
し
て

の
学
び
に
つ
い
て
、
講
師
が
自
身
の
経
験

を
も
と
に
、
印
象
に
残
っ
た
言
葉
を
添
え

な
が
ら
お
話
し
し
ま
す
。

日
時
　
９
月
21
日（
火
）

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

場
所
　
中
央
公
民
館
２
階
　
創
作
室

講
師
　
斑
鳩
小
学
校
校
長
　稲

浦
　
聡
　
氏

申
込
　
前
日
ま
で
に
、
中
央
公
民
館
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
受
講
無
料
）

家
族
介
護
支
援
講
座

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

４
０
０
０
、

０
７
４
５

５
６
６
６
）

介
護
が
必
要
な
人
へ
の
介
護
の
ポ
イ
ン

ト
や
介
護
者
の
健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
楽

し
く
学
び
ま
す
。

日
時
　
10
月
20
日（
水
）

　
　
　
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階
　
会
議
室

内
容
　
車
い
す
の
介
助
方
法
に
つ
い
て

対
象
　
家
族
を
介
護
し
て
い
る
人
や
介
護

に
関
心
の
あ
る
人（
介
護
職
の
従
事

生き生きプラザ斑鳩内
喫茶レインボーウォーク

または2階会議室
（小吉田 1-12-35）

毎月第１水曜日
（または第１木曜日）
午前10時～11時30分

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000
   ・0745-74-5666）

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000
   ・0745-74-5666）

カノンの扉
（☎0745-74-6333）

ロハスの森
（☎0745-74-6842）

10月6日（水）

10月13日（水）

10月15日（金）

10月26日（火）

毎月第２水曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第３金曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第４火曜日
（祝日の場合は第３火曜日）

午前10時～11時30分

グループホーム  カノンの扉
（阿波 3-11-6）

デイサービス  ロハスの森
（服部 1-4-35）

創業支援センター
ふらっぴん♪

（神南 5-14-16）

場　所 開催日時 日　程 申込・問合せ

認知症カフェ[和 ]

町内の認知症カフェ　一覧

地域包括支援センター（☎0745-75-4000 ･ 0745-74-5666）
　認知症カフェとは、認知症の当事者だけでなく、その家族や

専門職、地域の人などが気軽に集い、情報交換や交流ができる

場です。お気軽にお越しください。

　　　対　象　町在住の人　　　費　用　飲食代は実費負担

※町内の認知症カフェは都合により中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

ロハスの学校
（☎0745-43-7762）毎週月曜日毎週月曜日

午後1時～3時
デイサービス  ロハスの学校

（龍田南 1-3-53）

cara v a n

認知症 suppo
rter

●スポーツ
中央体育館　（☎0745-75-3100）

※申し込み、詳細、開催状況については、事前に中央体育館へ
　お問い合わせください。（水曜休館）

ソフトボール選手権大会

10月17日（日） 午前8時30分～
10月24日（日） 午前8時30分～

9月27日（月）～10月11日（月）

斑鳩健民運動場

大会名

日時

場所

申込期間

大会のお知らせ

※当初10月7日（木）とし
ていましたが､会場都合
により､10月6日（水）に
変更します。
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9月

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

安
全
安
心
課（
☎
内
線
２
７
２
）

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
に
備
え

て
、
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム（※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た
訓
練
で
、
斑

鳩
町
以
外
の
地
域
で
も
全
国
一
斉
に
さ
ま

ざ
ま
な
手
段
を
用
い
て
情
報
伝
達
訓
練
が

行
わ
れ
ま
す
。

訓
練
実
施
日
時

10
月
６
日（
水
）午
前
11
時
頃

斑
鳩
町
で
の
訓
練
内
容

斑
鳩
町
防
災
情
報
メ
ー
ル
に
登
録
し
て

い
る
人
へ
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
で
受
信
し
た
内

容（
テ
ス
ト
文
）を
送
信
し
ま
す
。

建
物
火
災
等
に
よ
る

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
の
休
止

安
全
安
心
課（
☎
内
線
２
７
２
）

本
町
内
で
建
物
火
災
等
が
発
生
し
た
場

合
に
、
消
防
団
員
を
招
集
す
る
た
め
や
災

害
情
報
を
住
民
の
み
な
さ
ん
に
伝
達
す
る

た
め
の「
サ
イ
レ
ン
設
備
」に
、
経
年
劣
化

に
よ
る
故
障
が
発
生
し
た
た
め
、
当
面
の

間
、
サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
を
休
止
し
ま
す
。

災
害
発
生
情
報
の
伝
達
方
法

◎
住
民
の
み
な
さ
ん
へ
の
周
知

地
震
、
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
、
避
難

が
必
要
な
火
災
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
の
警

報
発
令
に
は
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル（
エ
リ

ア
メ
ー
ル
）、
町
防
災
情
報
メ
ー
ル
な
ど

を
活
用
し
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
消
防
団
員
の
招
集

こ
れ
ま
で
も
利
用
し
て
い
る
奈
良
県
広

域
消
防
組
合
か
ら
各
団
員
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
等
へ
の
電
話（
自
動
音
声
）や
メ
ー
ル

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

建
物
火
災
等
の
地
点
確
認
方
法

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

同
組
合
災
害
案
内
ダ
イ
ヤ
ル
で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

住
民
活
動
セ
ン
タ
ー
講
座

（
仮
）「
畑
ヘ
ル
パ
ー
倶
楽
部
を
通

じ
て
分
か
っ
た
こ
と

―
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
そ
の
先
に―

」

　
住
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　
　（
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
内
）

（
☎
０
７
４
５

０
９
２
３（
直
通
））

農
作
業
の
お
手
伝
い
を
仕
組
み
化
で
き

た
ら
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
ソ
ー
シ

ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
立
ち
上
げ
、
そ
こ

か
ら
分
か
っ
た
達
成
感
や
感
謝
の
気
持
ち
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
先
に
あ
る
こ
と
を
お
話

し
ま
す
。

ま
ち
の
活
性
化
に
一
役
買
い
た
い
、
充

実
し
た
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
し
た
い
、
地

域
の
人
と
つ
な
が
り
た
い
な
ど
と
お
考
え

の
人
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時

　10
月
６
日（
水
）午
後
１
時
30
分
〜

場
所

　役
場
　
地
下
大
会
議
室

講
師

　農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
畑
ヘ
ル
パ

ー
倶
楽
部
」代
表
　
見
掛
　
加
奈
　
氏

定
員

　20
人（
先
着
順
）

申
込

　10
月
４
日（
月
）ま
で
に
住
民
活
動

セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

託
児
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
子
さ
ん
の

同
伴
は
可
能
で
す
。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など
の緊急情報を、国から人工衛星などを通じて
瞬時にお伝えするシステムです。

私たちに情報が伝わるまで

町
Jアラート受信機

携帯電話会社

緊急情報

登録制
メール

緊急速報メール
（エリアメール）

住民
国

内閣官房
気象庁

奈良県広域消防組合ホームページ

https://www.naraksk119.jp

斑鳩町ホームページ
https://www.town.ikaruga.nara.jp

公式 facebook

奈良県広域消防組合災害案内ダイヤル

0180-99-7552

斑鳩町防災情報メール
災害発生時の避難情報などをメールでお知ら
せします。登録がまだの人は町ホームページ
からお手続きをお願いします。
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募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

令
和
４
年
度
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合

セ
ン
タ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

総
務
課（
☎
内
線
２
７
１
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
は
、
自
治
会
な
ど

が
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
推
進
し
、

そ
の
健
全
な
育
成
を
は
か
る
た
め
に
、
一

般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
宝
く

じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施

し
て
い
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
地
域
の
防
災
活

動
に
直
接
必
要
な
設
備
に
対
す
る
費
用
が

助
成
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
　
10
月
15
日（
金
）ま
で

発
達
障
害
に
か
か
る
巡
回
相
談

福
祉
課（
☎
内
線
１
２
５
）

発
達
障
害
に
つ
い
て
心
配
や
不
安
の
あ

る
人
や
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。（
大
人
の
発
達
障
害
も
対
象
）

「
奈
良
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

で
ぃ
あ
ー
」の
専
門
職
の
職
員
も
交
え
て
、

お
話
を
お
聞
き
し
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。（
要
事
前
予
約
）

巡
回
相
談
日
　
10
月
19
日（
火
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所
　
役
場
内
会
議
室

申
込
　
福
祉
課
窓
口
ま
た
は
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
簡
単
な
聞
き
取
り

と
、
巡
回
相
談
の
時
間
の
予
約
を
受
け

広報いかるがお知らせ版 9 月号

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　
　
上
下
水
道
課（
上
水
道
）　

（
☎
０
７
４
５

１
４
０
１
）

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り
有

効
期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
下
水
道
課
で
は
、
有
効
期
間
が
満
了

を
迎
え
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
て
い

ま
す
。
来
月
は
次
の
と
お
り
作
業
を
行
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
替
期
間
　
10
月
12
日（
火
）〜
25
日（
月
）

取
替
地
区
　
興
留
１
・
２
・
４
・
５
・
６
・

８
丁
目

※

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に「
メ
ー

タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し

ま
す
。

委
託
業
者
　
関
西
水
道
用
品（
株
）

付
け
ま
す
。
な
お
、
相
談
枠
が
定
員
と

な
っ
た
時
点
で
受
付
を
終
了
し
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

証
明
書
等
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
停
止

住
民
課（
☎
内
線
１
６
１
）

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
に
伴
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
の
各
種
証
明
書
の
交
付
サ
ー
ビ

ス
を
停
止
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

停
止
期
間
　
９
月
21
日（
火
）

午
後
１
時
〜
９
時

水道使用水量のお知らせ
 （検針票）が変わります

上下水道課（上水道）（☎0745-74-1401）
令和３年１０月分から、「水道使用量のお

知らせ」（検針票）の様式を変更します。
新しい検針票は、見やすい表形式で記載
し、合計金額欄を設けています。

　　住　所　　　斑鳩町法隆寺西３丁目７－１２

　　使用期間　令和３年８月６日～１０月５日

　　　　　　　　　　　斑鳩　　太郎　　　　　　　　　　　 　　様

　　斑鳩町上下水道課　ＴＥＬ（０７４５）７４‐１４０１

水道（下水道）使用水量のお知らせ

今回使用水量のお知らせ

お知らせ欄

水栓番号 口 径

メーター番号 検針員

使 用 水 量

水 道 料 金

下水道使用料

合 計 金 額

請 求 年 月

㎥ ㎥

円 円

円 円

円 円

円円

請求年月

振 替 日

使用水量

ご請求予定額（税込）

料金領収のお知らせ ～口座振替をご利用の方へ～

今 回 指 針

前 回 指 針（-）

メーター取替前水量（+）

今回使用水量 ㎥

㎥

㎥

㎥

振替金額

㎥㎥

上記金額を、ご指定の口座より振替させていただきました。

20*****
3-000

41

20

****

21

令和3年9月分 令和3年10月分

11 10

1,320

8 8

2,420
1,452

2,233

3,872 3,553

令和3年6月分 令和3年7月分

令和3年8月5日 令和3年9月6日

2,915 2,915
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令
和
４
年
度
斑
鳩
町
ま
ち
な
か
観
光

景
観
形
成
事
業
の
事
前
相
談

都
市
創
生
課（
☎
内
線
２
９
２
）

法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
文
化
遺

産
が
あ
る
本
町
の
魅
力
あ
る
歴
史
的
な
町

並
み
の
維
持
を
は
か
り
な
が
ら
、
観
光
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、
法
隆
寺

周
辺
地
区
の
修
景
施
設
の
新
築
、
増
築
、

改
築
、
改
修
、
移
設
な
ど
を
行
う
人
に
対

し
て
、
斑
鳩
町
ま
ち
な
か
観
光
景
観
形
成

事
業
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
度
の
申
請
を
検
討
し
て
い
る

人
に
対
し
て
、事
前
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

事
前
相
談
受
付
期
間

９
月
15
日（
水
）〜
10
月
15
日（
金
）

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
、

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分
）

※

来
庁
さ
れ
る
前
に
、
都
市
創
生
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
令
和
４
年
度
は
５
月
初
旬
頃
に
募
集
を

行
う
予
定
で
す
。

◆
事
前
相
談
の
有
無
は
、
補
助
金
の
交
付

決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◆
国
の
補
助
金
を
活
用
し
た
令
和
４
年
度

の
事
業
の
た
め
、町
の
予
算
お
よ
び
国
か

ら
の
補
助
金
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
際

に
は
、募
集
を
行
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

Ｓ
Ｍ
Ｓ（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

サ
ー
ビ
ス
）に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
勧
奨国保

医
療
課（
☎
内
線
１
１
５
）

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
限
が
過
ぎ
て

も
納
付
の
確
認
が
で
き
な
い
人
を
対
象
に
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
電
話
に
よ
る
納
付

の
呼
び
か
け
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
加
え
て
、携
帯
電
話
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

サ
ー
ビ
ス
）の
送
信
に
よ
る
納
付
の
呼
び

か
け
を
10
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
必
ず
納
期
限
ま
で

に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

表
示
さ
れ
る
電
話
番
号

（
☎
０
０
３
２‐

０
６‐

９
３
３
３
な
ど
）

※

こ
の
事
業
に
関
し
て
、
特
に
手
続
き
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

納
付
い
た
だ
い
て
か
ら
入
金
の
確
認
ま

で
に
日
数
が
か
か
る
た
め
、
行
き
違
い

で
送
信
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

金
融
機
関
名
や
口
座
番
号
を
指
定
し
、

振
込
を
指
示
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切

あ
り
ま
せ
ん
。
振
込
め
詐
欺
等
の
特
殊

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
事
情
が
あ
り
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
難

し
い
人
は
、
国
保
医
療
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

募

　
　集

お
知
ら
せ

屋
外
で
清
掃
や
花
壇
の
手
入
れ

な
ど
を
す
る
と
き
は
セ
ア
カ
ゴ

ケ
グ
モ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

　
保
健
セ
ン
タ
ー
　

（
☎
0
7
4
5

0
0
0
1
）

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
、
排
水
溝
の
側

面
や
ふ
た
の
裏
、
花
壇
の
ブ
ロ
ッ
ク
の

く
ぼ
み
、
植
木
鉢
の
裏
な
ど
に
住
み
つ

き
ま
す
。

見
つ
け
た
と
き
は
、
市
販
の
家
庭
用

の
殺
虫
剤
を
吹
き
付
け
る
か
、
踏
み
つ

ぶ
す
な
ど
し
て
駆
除
し
て
く
だ
さ
い
。

清
掃
や
花
壇
の
手
入
れ
な
ど
屋
外
で

作
業
す
る
と
き
は
、
軍
手
や
ゴ
ム
製
の

手
袋
な
ど
を
着
用
し
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

万
一
か
ま
れ
た
と
き
は
、
で
き
る
だ

け
早
く
病
院
に
行
っ
て
治
療
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
病
院
に
ク
モ
を
持
参
す
る

と
、
適
切
な
治
療
に
つ
な
が
り
ま
す
。

町内でも見つかっています！
ご注意ください。

斑
鳩
町
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
に
も
と
づ
く
重
点
区
域
内
の

西
里
、東
里
、三
町
、五
丁
町
に
お
け
る
建
築
物
ま
た
は
外
構
施
設
で
、

令
和
４
年
12
月
末
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
す
る
施
設
　

（
た
だ
し
、新
築
に
つ
い
て
は
、別
途
条
件
あ
り
）

・
対
象
施
設
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
町
並
み
の
景
観
形
成
を
目
的

と
し
て
修
景
整
備
を
行
お
う
と
す
る
人

・
申
請
時
点
で
町
税
に
滞
納
が
な
い
人

・
修
景
事
業
に
関
し
て
国
、
県
、
町
の
他
の
制
度
に
よ
る
補
助
金

を
受
け
る
予
定
が
な
い
人

補
助
対
象
事
業
費
の
２
／
３
以
内（
限
度
額
あ
り
）

施
設
の
修
景
に
関
す
る
経
費

（
土
地
、
内
部
改
修
等
に
関
す
る
経
費
は
除
く
）

対
象
施
設

対
象
者

補
助
金
額

対
象
経
費
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募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

西和警察署からのお知らせ

クロスボウは所持禁止となります！
銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます！（３年以下の懲役または50万円以下の罰金）
※改正法は、公布の日（６月16日）から９か月以内に施行されます。
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消
費
生
活
相
談
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
は

た
だ
ち
に
処
分
可
能
に
な
り
ま
し
た
‼

事
例
　
遠
方
の
業
者
か
ら「
25
年
前
に
当

地
に
旅
行
を
し
た
際
に
魚
介
類
を
購
入

さ
れ
た
名
簿
が
あ
り
、
電
話
を
し
た
。

現
在
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
困
っ
て
い
る

の
で
魚
介
類
を
買
っ
て
く
だ
さ
い
」と

電
話
が
あ
っ
た
。
何
度
も
断
っ
た
の
に
、

業
者
は「
送
り
ま
す
」と
言
っ
て
電
話
を

切
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
し
届
い
た
ら
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
。

《
消
費
者
の
み
な
さ
ん
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
》

・
特
定
商
取
引
法
改
正
前
の
規
定
で
は
、

注
文
や
契
約
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
方
的
に
送
付
さ
れ
た
商
品

に
つ
い
て
、
消
費
者
は
、
そ
の
商
品
の

送
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
原
則

14
日
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
そ
の
商
品

を
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

・
令
和
３
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
７
月
６

日
以
降
は
、
売
買
契
約
に
基
づ
か
な
い

で
、
一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品

に
つ
い
て
は
、
消
費
者
は
た
だ
ち
に
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

・
金
銭
を
支
払
う
義
務
は
生
じ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
仮
に
消
費
者
が
そ
の
商
品
を
開

封
や
処
分
し
て
も
、
金
銭
の
支
払
は
不

要
で
す
。 

事
業
者
か
ら
金
銭
の
支
払
い

を
請
求
さ
れ
て
も
、
応
じ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

・
一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
の
代

金
な
ど
を
請
求
さ
れ
、
支
払
義
務
が
あ

る
と
誤
解
し
て
、
金
銭
を
支
払
っ
て
し

ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
金
銭
に
つ
い

て
は
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

・
コ
ロ
ナ
禍
で
海
外
か
ら
日
本
国
内
に
居

住
す
る
消
費
者
に
送
り
付
け
ら
れ
る
事

例
も
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の

商
品
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

困
っ
た
時
は
・
・

　消
費
生
活
相
談
日

毎
週
木
曜
日
　
午
後
１
時
〜
４
時

た
だ
し
、
第
４
木
曜
日
は
午
前
９
時
〜

正
午
・
午
後
１
時
〜
４
時

※

月
に
よ
り
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
い
日
程
は
、
９
月
号
広
報
の
相
談

日
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

安
全
安
心
課（
☎
内
線
２
７
３
）

○銃刀法の規制対象となるクロスボウとは？
引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する
機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命
に危険を及ぼし得る値以上となるものです。

○自宅などにクロスボウを所持している場合は？
改正法の施行後６か月以内に許可申請をするか、
警察に処分を依頼してください｡
(施行後６か月以内にこれらの措置を講ずれば、罪に問われません）

○具体的な処分方法は？
最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します｡
(処分の依頼は施行前でも受け付けています）
受付　西和警察署生活安全課　☎0745-72-0110（内線265）

平日午前８時30分～午後５時

☆スマートフォンサイトでもＱ＆Ａ
　などを詳しく掲載しています。
　こちらのQRコードから
　ご確認ください。 
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10
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

　
　
　
　「
公
証
週
間
」で
す

遺
言
を
残
し
た
り
、
土
地
・
建
物
や
金

銭
の
賃
借
、
離
婚
に
伴
う
養
育
費
、
慰
謝

料
な
ど
に
つ
い
て
契
約
書
を
作
成
し
て
も
、

あ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
文
書
の
内
容
が
不

明
確
で
あ
る
、
要
件
を
欠
い
て
い
る
な
ど

に
よ
り
紛
争
に
な
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
公
正
証
書
に
し
て
お
く

と
安
心
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※

公
正
証
書
は
、
法
務
大
臣
に
よ
っ
て
任

命
さ
れ
た
公
証
人
が
作
成
す
る
も
の
で
、

公
文
書
と
し
て
の
強
い
証
拠
力
、
執
行

力
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

相
談
日
時

　

毎
週
月
〜
金
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
４
時
30
分

場
所
・
問
合
せ

　

●
奈
良
合
同
公
証
役
場

（
〒
630-

8115
　
奈
良
市
大
宮
町
３
丁
目

４-

33
　
中
井
ビ
ル
３
階
）

（
☎
０
７
４
２

８
５
１
１
／

ｆ
ａ
ｘ
　
０
７
４
２

８
９
１
０
）

●
高
田
公
証
役
場

（
〒
635-

0095
　
大
和
高
田
市
大
中
98

お
が
わ
ビ
ル
２
階
）

（
☎
０
７
４
５
㉒
７
１
６
６
／

ｆ
ａ
ｘ
　
０
７
４
５
㉒
１
２
５
４
）

調
停
手
続
無
料
相
談

　
奈
良
地
方
裁
判
所
総
務
課

（
☎
０
７
４
２

２
６
０
４
）

お
金
や
土
地
・
建
物
の
ト
ラ
ブ
ル
、
交

通
事
故
、
夫
婦
関
係
や
遺
産
分
割
な
ど
家

庭
の
も
め
ご
と
に
関
し
、
民
事
・
家
事
調

停
委
員
が
調
停
の
手
続
き
に
つ
い
て
無
料

で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
・
場
所

　

10
月
７
日（
木
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

・
奈
良
県
産
業
会
館
（
大
和
高
田
市
）

・
五
條
市
中
央
公
民
館
（
五
條
市
）

10
月
12
日（
火
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

・
吉
野
町
保
健
セ
ン
タ
ー
（
吉
野
町
）

・
奈
良
県
文
化
会
館
（
奈
良
市
）

（
奈
良
市
の
み
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
）

※

事
前
予
約
不
要

※

訴
訟
や
調
停
に
な
っ
て
い
る
事
件
の
相

談
や
法
律
判
断
を
求
め
る
相
談
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

主
催

　公
益
財
団
法
人
日
本
調
停
協
会
連

合
会
、
奈
良
県
調
停
協
会

後
援

　奈
良
地
方
・
家
庭
裁
判
所

「
法
の
日
」週
間
記
念
無
料
相
談

　
　
奈
良
弁
護
士
会

（
☎
０
７
４
２
㉒
２
０
３
５
）

日
時
・
場
所
　

10
月
４
日（
月
）　
経
済
会
館

（
大
和
高
田
市
大
中
１
０
６-

２
）

10
月
６
日（
水
）　
奈
良
弁
護
士
会
館

（
奈
良
市
中
筋
町
22
番
地
の
１
）

※

両
日
と
も
、午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

申
込
　
９
月
22
日（
水
）ま
で
に
、奈
良
弁

護
士
会
へ
電
話（
平
日
の
午
前
９
時
30

分
〜
午
後
５
時
）で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11日
は人権を確かめあう日）という意味です。

1234

アプリからもチャットにアクセスできます！
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○保守点検・清掃業者（五十音順）
　国見工業（有）　点検・清掃 （☎０７４５-75-５２０１）
　（有）清水環境開発　点検・清掃

（☎０７４５-75-６２２４ ☎０７４５-75-４４８８）
　ヤマトホームサービス　点検 （☎０７４５-75-３０３９）

○指定検査機関
　一般社団法人奈良県環境保全協会 （☎０７４５-22-５１６１）
※詳しくは、環境対策課へお問い合わせください。

○その他
　浄化槽を設置・使用開始・管理者変更・
廃止する場合には、届出を行うことが義務
づけられています。
　届出が必要な場合は、奈良県景
観・環境総合センターに届出を行
ってください。
　奈良県景観・環境総合センター

（☎０７４４-47-３８０５）

浄化槽の管理方法

浄化槽は適正に管理しましょう
10月１日は浄化槽の日

　浄化槽を設置し、使用を開始すると、管理者には保守点検・清掃と、法定検査の受検が浄化槽法によ
り義務づけられています。維持管理が適正に行われないと放流水の水質悪化や悪臭の発生の原因と
なりますので、必ず行ってください。

①保守点検（定期的）
浄化槽の機能を維持するために必要で、機械の調整、修理および消毒薬の補充を行います。
＊家庭用の浄化槽では４か月に１回（処理対象人員が21人以上のものは３か月に１回）

以上行うよう定められています。
＊管理者自らが点検できない場合は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託

して必ず点検してください。

②清掃（毎年１回以上）
浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜いたり、機械器具などの洗浄や清掃を行います。
浄化槽を使いはじめて１年経過後から、毎年１回以上、浄化槽の

清掃を行ってください。
＊町の許可業者に委託してください。

③法定検査 （使用開始後６～８か月経過後・毎年１回）
浄化槽法では、浄化槽の管理者は、浄化槽の「法定検査」を受検することが義務づけられています。

「法定検査」には、新規設置後に、適正な設置と所定の機能を発揮しているかどうかを判
定する「７条検査」と、毎年１回定期的に行い、平常の保守点検・清掃が適切に行われている
かどうかを判定する「11条検査」があります。

法定検査は、浄化槽を快適に使用するために行う健康診断にあたるものです。生活環境
の保全・公衆衛生の向上のために、積極的な「法定検査」の受検をお願いします。
＊検査は、管理者が指定検査機関（知事が指定）へ依頼してください。
※浄化槽法により、「保守点検と清掃を実施しない人」や「法定検査を受検しない人」は、処

罰されることがあります。

 環境対策課（☎内線１３2）



住民課（☎内線１６１）

全国のコンビニで、
いつでも簡単！

マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、全国のコンビニエンスストアの店舗内に設置されている
マルチコピー機から、住民票の写しなどの各種証明書の交付を受けられます。ぜひ一度ご利用ください。

斑鳩町に住所があり、利用者証明用電子証明書（数字４桁の暗証
番号）が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人。
※１５歳未満の人は利用できません。

マイナンバーカードは、１２桁のマイナンバーが記載されたプラスチック製のカードです。本人確
認書類のほか、コンビニ交付やｅ－Ｔａｘでの確定申告にも利用できます。（カードの交付は申請か
ら約１か月～１か月半程度かかります）

平日に役場にお越しいただけない人は、下記のとおり休日交付を行いますので、ご利用ください。

利用できる人

毎日　午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～１月３日、メンテナンス日を除く）

利用時間

全国のセブン－イレブン・ローソン・ファミリーマートなど
※マルチコピー機を設置していない店舗では利用できません。

対象コンビニ

◇住民票の写し（本人および同一世帯の人の分のみ取得可能）
◇住民票記載事項証明書（本人および同一世帯の人の分のみ取得可能）
◇印鑑登録証明書
◇戸籍（全部・個人）事項証明書（本籍が斑鳩町の人で最新のものに限ります）
◇戸籍の附票の写し（本籍が斑鳩町の人で最新のものに限ります）
◇所得（課税）証明書（現年度・前年度）（各年度の基準日（その年の１月１日）に斑鳩町に住民票

がある人に限る。＊課税資料（所得情報）のない人は事前に所得に関する申告が必要です）

対象の証明書

コンビニ交付を利用するには、 マイナンバーカードが必要です。

日時  １０月９日(土)、１１月７日(日)　午前８時３０分～正午

使ってみてね！
証明書等コンビニ交付サービス
使ってみてね！
証明書等コンビニ交付サービス

※マイナンバーカードの交付・申請には、本人確認書類を持参のうえ、
　必ずご本人がお越しください。

その他の持ち物、申請方法などは、住民課へお問い合わせください。
（交付・申請方法によって持ち物が異なります）
※住民課で申請補助サービス（予約制）を行っています。詳しくは、住民課へお問い合わせください。
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コンビニ交付サービスを使ってみよう！コンビニ交付サービスを使ってみよう！

②マルチコピー機のタッチパネルの
　「行政サービス」ボタンを押します。
　（コンビニによって画面が異なります）①マイナンバーカードを

　持ってコンビニに
　行きます。

④希望する証明書の種別・部数などを選択し、
　手数料（窓口の場合と同額）を入れます。
※マルチコピー機から証明書が印刷されますので、
　その場を離れずにお待ちください。

③所定のカード置き場にマイナンバー
　カードを置き、カードの暗証番号
　（数字４桁）を入力します。

暗証番号を
忘れてしまった！！

改めて暗証番号を設定していただくことになります。
また、３回続けて暗証番号を間違えるとロックがかかって
しまいます。どちらもご本人がマイナンバーカードを持って、
住民課へお越しください。（受付は、役場開庁日の８：３０～１７：３０）

パゴちゃんカードは
もういらないの？

必要です！パゴちゃんカードは、印鑑登録証を兼ねて
います。窓口で印鑑登録証明書を発行する際には、
必ず必要ですので、捨てないでください。

※役場窓口では、今までどおり、各種証明書の発行を行っています。
※マイナンバーカードの申請方法など、詳しくは、
　町ホームページをご確認いただくか、住民課へお問い合わせください。
　町ホームページ（http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000362.html）

おしえて！パゴちゃん　コンビニ交付おしえて！パゴちゃん　コンビニ交付
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○所 開催場所 ○時 開催時間 ○問 問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事等は変更される場合がありますのでご了承ください。

この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後3日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線271）

＜９月の納期限＞
国民健康保険税 （第３期分）
後期高齢者医療保険料
 （第３期分）
　問国保医療課（☎内線１１４）
介護保険料（第３期分）
　問福祉課（☎内線１２６）

人権セミナー「絵本から人権を」
○所  中央公民館　大ホール
○時 13:30～15:00　
問 中央公民館
（☎0745-74-1511）

行  事  予  定
9月

18 日（土）
10月

５日（火）
行政相談

役場１階第３会議室
13：00～16：00
住民課（☎内線１６３）

○所
○時
○問

マイナンバーカードの
交付・申請休日受付

役場１階　住民課窓口
8:30～12:00　
住民課（☎内線１６１）

○所
○時
○問

9月
30 日（木）

10月
９日（土）

オンラインでの
相談ができるように
なりました !

日　時 毎月第２・第４水曜日　　午前９時～正午、午後１時～４時（１時間程度）
場　所 生き生きプラザ斑鳩
 ※オンライン相談を希望の場合は、ご自宅（インターネット環境のある場所） 

から相談できます。
 ※ご予約は、子育て支援課へご連絡ください。

子育て相談

子育てについてのさまざまな悩みを
臨床心理士などがお受けします。

※オンライン相談の媒体については、予約時にお伺いします。

子育て支援課（☎0745-75-1152）

子育て支援課
①電話予約

③相談

②オンライン媒体に
　応じた URL 等の送付

相談者 臨床心理士など

オンライン相談の流れ

広報いかるがお知らせ版 9 月号


